
【物品・役務】必要書類等の添付場所一覧表（新規・更新・追加・承継・政府調達）

新規・更新
政府調達

追加 承継 添付する書類 注意事項・提出が必要な場合 問い合わせ先

１．申請担当者

App認証メールアドレス ◎ ◎ ◎ -
担当者の変更に影響されないメールアド
レス

３．申請者（代表者）

登記事項全部証明書※
◎
(△)

-
◎
(△)

履歴事項全部証明書または現在事項
全部証明書※

法人又は支配人を選任している場合の個
人

身分証明書※
◎
(△)

-
◎
(△)

【個人のみ】身分証明書※

申請者及び委任する場合は受任者につい
て必要
【個人事業者】必須（支配人を選任している
場合の個人は、登記事項全部証明書も添付が必

要）

【法人事業者】提出不要

５．添付ファイル

印鑑証明書※ ◎ - ◎ 印鑑証明書（コピー可）※

法人税及び消費税・地方消
費税の完納証明書※

◎ - ◎
法人税及び消費税・地方消費税の完
納証明書※

個人（その３の２）、法人（その３の
３）
納期限を経過していないもの

委任状 △ - △ 委任状（様式第１号）
契約締結権限を委任する場合に必要
※HPからダウンロードした様式に入力・
押印したものを添付

使用印 △ - △ 使用印鑑届（様式第２号）
実印（印鑑証明）以外の使用印を使用す
る場合に必要

岡山県税の完納証明書※
◎
(△)

-
◎
(△)

岡山県税の完納証明書※
岡山県内に本社、支店・営業所等がある
場合

手引きP11参照
☆岡山県税の完納証
明書

岡山県内の市町村税の完納
証明書※

◎
(△)

-
◎
(△)

岡山県内の市町村税の完納証明書※

岡山県の市町村に本社・支店・営業所が
ある場合
（委任する場合は、委任先の所在市町村
のものを提出）

手引きP11～12参照
☆岡山県内の市町村
税の完納証明書

１１．売上高

◎ - ◎

直前事業年度分の決算書類のコピー
賃貸借対照表、損益計算書、消費税
の会計処理が分かる書類等

【法人のみ】
決算書及び消費税の会計方式（税抜・税
込）にあわせて必要な書類を添付

◎ - ◎
確定申告書の写し、資産負債調（貸
借対照表）、損益計算書、消費税の
会計処理が分かる書類等

【個人のみ】
決算書及び消費税の会計方式（税抜・税
込）にあわせて必要な書類を添付

△ - △ 活動を行っていることが分かる書類

未決算、営利事業を行っていない公益法
人等の場合で、売上高～流動比率欄が空
欄の場合に提出
・総会報告、会社のパンフレット、ホー
ムページの写し等

１６．環境基準（加点項目）：加点を希望する方

環境基準等関連の認証取得
証明書 △ - -

【ＩＳＯ9001の認証取得】

ＩＳＯ9001の規格登録証のコピー

（申請の手引きP23） △ - -
【ＩＳＯ14001の認証取得】

ＩＳＯ14001の規格登録証のコピー

△ - -

【エコアクション21の認証・登録】

エコアクション21の認証・登録証の
コピー

・エコアクション２１中央事務局（一般
財団法人持続性推進機構）が認定した審
査登録機関の認証・登録が条件
・ISO14001との重複加点は行わないた
め、留意すること。

・ｴｺｱｸｼｮﾝ中央事務
局
・ｴｺｱｸｼｮﾝ21地域事
務局
（岡山県の場合）
岡山県環境保全事業
団
電話(086)298-2122

必要書類等を添付する場所

決算書（直前事業年度分）

※申請フォームに入力した
　決算期間、
　純資産合計の額、
　機械設備等の価格、
　流動資産合計、
　流動負債合計、
　売上高
　を蛍光マーカー等で着色
　して添付する
（申請の手引きP13～15）

・(公財)日本適合性認定協会（JAB）又は
JABと相互承認している認定機関が認定し
た審査登録機関の認証取得が条件です。
・申請日現在有効な登録で、初回登録
日、更新日（更新している方）及び有効
期限が記載されている登録証の写しであ
ること。

・公益財団法人日本
適合性認定協会
電話(03) 6823-5700
・各認定機関

【共通】

・◎必ず提出、△該当する場合に提出

※公的機関発行の証明書については、申請日以前３ヶ月以内発行されたものを提出
・委任状（様式第１号）、使用印鑑届（様式第２号）の様式は、県ＨＰからダウンロードしてください。

・添付書類をすべて準備（ＰＤＦ等に変換）してから電子申請いただくと、スムーズに申請いただけます。

・必要書類等一覧表に提示した書類以外にも、必要に応じ追加書類を求める場合があります。

【追加申請】

・業務種目追加申請に伴い、事業者格付区分の変更は行いません。次回更新の際、承継者の業者情報により格付を付与します。

・種目追加部分の有効期間は、春期の場合は７月１日から、夏期申請の場合は１１月１日から、秋期申請の場合は１月１日から、冬期申請の場合は４月

１日からとなり、その終期は現在有している他の資格の有効期間満了日までとなります。

【承継申請・政府調達申請】

・承継申請の添付書類等は個別の案件によって異なります。

・申請する前に用度課管理班（086-226-7538）まで早めにご相談下さい。



１７．障害者雇用（加点項目）：加点を希望する方

障がい者雇用関連の証明書

 （申請の手引きP24）

△ - -

【障がい者雇用の義務がある者で法
定雇用率を達成している】

障害者雇用状況報告書（様式第６
号）のコピー

・直前の６月１日現在のもの
・公共職業安定所(ﾊﾛｰﾜｰｸ)の受付印
のあるもの

・「障害者の雇用の促進等に関する法
律」に基づく、法定雇用率を達成してい
ること。

・法定雇用率達成とは、公共職業安定所
（ハローワーク）に提出している障害者
雇用状況報告書の表中「身体障害者、知
的障害者又は精神障害者の不足数」欄が
０人の場合のみ。

・電子申請のため受付印がない場合は、
審査完了が分かるものを添付。（e-gov電
子申請の「申請案件一覧」画面におい
て、申請案件の状況とステータスが右端
まで映されたスクリーンショット等）

・各公共職業安定所
（ハローワーク）

△ - -

【障がい者雇用の義務がない者で障
がい者を常時雇用している】

①及び②

①障害者手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳のコピー

②１年以上の常勤性が確認できる書
類。ただし、１年を経過していない
場合は、雇入れのときから１年を超
えて引き続き雇用されることが明示
されている書類

・原則、身体障害者・知的障害者・精神障害
者いずれか１人以上を申請時点において常用
雇用（１週間の所定労働時間が20時間以上）
しており、人ごとに１年を超える雇用実績ま
たは１年を超える雇用見込みがある場合は該
当。各障害者の等級等は問わない。
・ただし、週20時間以上30時間未満の精神障
害者は雇用期間に関係なく１人とし、週10時
間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障
害者・重度知的障害者の方については０．５
人として算定する。
・事業主、役員の方は対象とならない。

【１年以上の常勤性が確認できる書類】
　・直近１年間以上の賃金台帳
　・健康保険厚生年金保険被保険者
　　標準報酬決定通知書
　・雇用保険被保険者資格取得等
　　確認通知書　　　　　　　　　　等
【雇入れのときから１年を超えて引き続き雇
用されることが明示されている書類】
　・雇用契約書、雇入れ通知書　等

１８．男女共同参画（加点項目）：加点を希望する方

男女共同参画関連の証明書

（申請の手引きP25）

△ - -

【「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」に基づく一般事
業主行動計画策定届を提出してい
る】

一般事業主行動計画策定届のコピー
　※計画期間が満了していないもの
　※労働局の受付印のあるもの

△ - -

【「次世代育成支援対策推進法」に
基づく一般事業主行動計画策定届を
提出している】

一般事業主行動計画策定届のコピー
　※計画期間が満了していないもの
　※労働局の受付印のあるもの

１９．[役務]情報セキュリティ（加点項目）（大分類８（情報・通信サービス））：大分類８を申請し、加点を希望する方

ISMS、プライバシーマーク
の認定取得の証明書

△
役務のみ

△
役務のみ

-

【プライバシーマーク付与認定】

プライバシーマーク付与認定証のコ
ピー

（申請の手引きP25）
△

役務のみ
△

役務のみ
-

【情報セキュリティマネジメントシ
ステム（ISMS）認定取得】

（ISMS）認定のコピー

２１．[物品]申請業務種目に関する許認可等の一覧

許認可等の写し
△

物品のみ
△

物品のみ
△

物品のみ
許認可等の写し 申請日現在有効なもの

２３．[役務]申請業務種目に関する許認可等の一覧

許認可等の写し
△

役務のみ
△

役務のみ
△

役務のみ
許認可等の写し 申請日現在有効なもの

２５．[役務]岡山県内の有資格技術者の一覧（大分類１：建物等の保守管理）

資格者証の写し
△

役務のみ
△

役務のみ
△

役務のみ
資格者証の写し

申請日現在有効なもの
各資格につき、最大３名分の写しを添付

２８．承継申請

資格認定通知書等 - - ◎ 資格認定通知書（被承継者のもの）
被承継者のもの
資格認定通知書がない場合は、印鑑証明
書、登記事項証明書等

合併契約書・分割契約書な
ど組織改編の内容の分かる
ものの写し

- - ◎
合併契約書、分割契約書など組織改
編の内容のわかるものの写し等

被承継法人及び承継法人が作成し、代表
者押印のあるもの　等

・役務「大分類８ 情報・通信サービス」
を申請した場合に「情報セキュリティマ
ネジメントシステム（ISMS）認証」又は
「プライバシーマーク 付与認定」を受け
ていること。

・（一財）日本情報
経済社会推進協会
（JIPDEC）
・（一社）情報ﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認定ｾﾝﾀｰ
電話 (03)-5860-
7570
・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ推進ｾ
ﾝﾀｰ
電話(03)-5860-7563

用度課管理班
電話(086)226-7538

・「次世代育成支援対策推進法」又は
「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」に基づく一般事業主行動計
画策定届を提出していることを条件とす
る。

・様式第２号（次世代法・女性活躍推進
法一体型）を使用して届出を行っている
場合は、両方の加点を受けられる。

・労働局の受付印がない場合、厚生労働
省ＨＰ「両立支援のひろば」や「女性の
活躍推進企業データベース」又は自社Ｈ
Ｐで公表していれば、該当箇所をプリン
トアウトしたものを一般事業主行動計画
策定届へ添付して提出すること。

・「プラチナくるみん」「プラチナえる
ぼし」の場合認定証及び実施状況の公表
ＨＰを添付

(岡山県の場合)
・岡山労働局雇用環
境・均等室
TEL(086）225-2017


